
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名仙台地方検察庁令和元年12月 日ハ
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名仙台地方検察庁
F和

320日受全 ﾛ元年12

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名盛岡地方検察庁令和元年12月20日分
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0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の-｢合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名盛岡地方検察庁

令和元年12月20日分

願書受理日刑の内容

邑一卜 ﾄｰ
罪名

■

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

〆~

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名東京高等検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は,前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名横浜地方検察庁令和元年12月21日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す｡

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名横浜地方検察庁

令和元年12月21日分

願書受理日刑の内容氏名番号’ 罪名
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名岐阜地方検察庁令和元年12月20日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岐阜地方検察庁
へ司、～"0-P ～ず一夕幹一一一一ケ全伊壺 一～－

分令和 日

【記載要領】

1当期において受理した案件は,･罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） .。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えばj 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 大阪地方検察庁令和元年12月21日分
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名大阪地方検察庁

令和元年12月21日分

願書受理日願書受理日刑の内容氏名罪名番号

一一■
’

’1

[－2

も

■

昭

4 , ｡ ＄

、

｡､｡ 、 .、【記載要領I

il 当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
､ ､刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。 ． . ‘ ､ 八‘ . ； 樹， ‘ 、 、 .‘ . . ： ．
。, . . $

2 「当期」とは,本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
: 《知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。 , 、 『 ･鷺 、 ･ 、 、 ミ ､ ；

＄ ､． ） ： 、 。 ； 、． . ： ﾛ

’ ： ； ； ．

;3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。 、 1 % ・ ミ ・： も ： ．

、

Z

､

１

！

I

b



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鳥取地方検察庁1丁T今工
一"二一一~－－－△戸ゴー一一戸夕一二毎マグジー一一一一一戸一宇マー子グーーーータFゴーターグ今”～圭＝－タグ一一一卓エグーーチ一夕一一～き~一

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ざ－

》
》
－
０
０
’
０
０
’
０
０
－
０

～一一一一PP－F グ 『 寺

最工匡土
一一｡～～～””一凸

うち公選法

うち公選法

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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９

受理
旦 L 可 " ▲ グニウコーロ

当期受理，前期未済i 合計

ゥP＝一～F 少 少 F一全一王

処理
吟●”ジローマ－ LF＝ 一ヂー今～』 ■マー五"少押〃～ナープマーー＝ず口争一～一一＝～ 『マーーュヴー●ジマーr守～寺L▽ 一? 空二一F一グーグターー』
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別紙3

罪名別受理状況）特別基準恩赦受理処理状況（その 2 ：

庁名鳥取地方検察庁
やこぐ○一一争凸づ●寺空〃ずPGタクター マ凸■P 勝 ｡ 一丘争 L画子■～｡●P｡‐9 , 剣PC J f d－ ヨ ザ寺■●--奇

【記載要領】

’当期において受理した案件は,罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。 ‘

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上,､通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島地方検察庁令和元年12月21日分
一一～一一～一一夢一一一一一一一

一

－

覗上牛

志件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

雪UL
F●かザ

うち公選法
－

該当

うち公選法
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ﾆ ﾆｰ

総計
－

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, ‐11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙S

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）
夕

庁名広島地方検察庁
－九ﾕ穴伝去 4÷閏.ｳ丙酢 －←4～ 1 些凸子子J■さ ､ニザムモ L1 q手令÷~今司 4吋一ゴ青JFq一ダ÷ゴタ頁 ､ 一■ ､ 一一一ヴ 王

合和元年12月21日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の.内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名福岡地方検察庁舎赤「
一一

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■

冒 -

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

‐ ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

蛙、 四肩
二－－ザーューT ゴェ ー 一一ｮ両 ゴテー

一クーターゥー？一…一三

「
一一ナ

●
一

■ﾛ ﾃｮ L +二やヱ
ザ
■
２
８
３
■
Ｈ
０
ｑ
ｏ
■
３
１
Ｆ
１
は
８
さ
４

うち公選法

d q

－
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

三 －二一

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の『合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上,通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福岡地方検察庁
-F

令和元年12月20日分

願書受理日刑の内容番号’ 躍
一
■
二

罪名

’１
’

’ ’

１

一
一2

3

､

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9．日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名釧路地方検察庁令和元年12月24日発
一一少ゲーヶ戸～－~ 一～

■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■顧■

朝上年
0

壼件懇
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

墓、 四F
L－－－グニーグゴーーーーヱーヶー一宇b寺”

一

一一一一一一－■ q 4 可

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは，11月9日から11月20日までの期間）を指.し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む｡

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名釧路地方検察庁

令和元年12月24日分

｜氏名 刑の内容番号｜ 罪名 願書受理日

■■■ ｜ ’1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)


